
茨 城 県 最 低 賃 金

働き方改革推進支援助成金やキャリ
アアップ助成金など、働き方改革に
関連する助成金の相談を社会保険労
務士などの専門家が無料で承ります。

働き方改革推進

支援センターHP

☑支援策の詳細はHPをチェック

 厚生労働省HP
 「賃上げ」支援助成金パッケージ

前年比
＋69円

＊年齢やパート・学生・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらずすべての労働者に適用されます。

使用者も労働者も
必ずチェック！最低賃金

事業主の皆さまへ 賃金の引き上げを支援します。

※ 4/1～10/12
賃上げ分まで

事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に資す
る設備投資等を行った中小企業等に、その費用の
一部を助成します。

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取
り組む中小企業事業主に、外部専門家のコンサル
ティング、労働能率の増進に資する設備・機器の
導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以
上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成
します。

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させ
るための職業訓練等を実施した場合等に訓練経費
や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

助成金コールセンター

Tel:0120-366-440（平日 ９：00 ～ 17：00）

発注者と消費者の皆さま
も価格転嫁に御理解を！

事業場内最低賃金を30円以上引き上げた中小
企業等に対し、業務改善助成金の自己負担額
の２分の１を助成します。

・労働者１人あたり５千円
（非正規の場合３千円）

・ 支 給 上 限 な し

※ 4/1～10/11
賃上げ分まで

労働者の賃金（時給額）を改正前の茨城県最
低賃金＋５円以下（1,005～1,010円）から、
35円以上引き上げる中小企業等

・労働者１人あたり５万円
（非正規の場合３万円）

・ 支 給 上 限 ： 最 大 5 0 万 円

企業の適切な価格転嫁を促進するため、相談窓口の設
置や専門家の派遣などによる支援を行っています。
 ▶ 茨城県価格転嫁相談窓口（株式会社常陽産業研究所内）

 ▶ 専門家による伴走支援（１社３回まで派遣可能）

中小企業診断士が企業を訪問し、課題の洗い出しから改善

策の提示までを無料で伴走支援します。

☎ 029-233-6737 ［対応時間］9:00～17:00（土日祝日除く）

県支援策に関する

  特設 HP はこちら

労働者の賃金（時給額）を1,068円以下から
1,074円（改正後の茨城県最低賃金額）以上に引き
上げる中小企業等
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最低賃金のマスコット
   チェックマん
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